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◎予算編成のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎重点主要施策の概要 

 

○ 被災した医療機関・社会福祉施設の早期復旧や仮設住宅等における被災者の見守り、被災

者のこころのケアなどに取り組む。 

 

○ 少子化対策については、次代を担う子どもが、健やかに生まれ、心豊かにたくましく育ち、

自立した大人に成長するとともに、結婚や出産の希望がかない、安心して子どもを生み育て

ていけるよう、結婚、妊娠・出産、子育てといったライフステージに応じた切れ目のない支援

の充実を図る。 

 

○ 高齢化対策については、全ての県民が生涯にわたり、健康で自立した生活ができる社会の

実現を目指し、健康寿命の延伸、孤立や虐待の防止のための取組を進めるとともに、高齢化

による介護ニーズの増加・多様化を見据え、地域包括ケアシステムや認知症対応の深化とと

もに、介護・福祉を支える人材の量と質の確保を推進する。 

 

○ 地域医療の確保・充実については、医師不足地域等における医師・看護師の確保・養成、周

産期医療体制や救急医療体制の確保、医療機関の機能分担と連携の強化など、地域医療提

供体制の確保・充実を図る。 

 

○ 障害のある人もない人も共に暮らしやすい地域づくりの推進については、共生社会づくり

条例に基づき、障害のある人に対する正しい理解を深めるための普及啓発を行うなど、共生

社会の実現に向けた取り組みを推進するとともに、障害のある人の自立と社会参加の促進

に向けた取り組みの充実を図る。 

・被災した医療機関・社会福祉施設の早期復旧や仮設住宅等における被災者の見守り、被

災者のこころのケアなどに取り組む。 

・人口の自然減対策の根幹をなす少子化対策について、結婚、妊娠・出産、子育てといっ

たライフステージに応じた支援の充実・強化を図る。 

・団塊ジュニア世代が高齢者になる２０４０年を見据え、健康寿命の延伸、要介護高齢者等

への支援、介護・福祉人材の確保など、高齢化対策を積極的に展開する。 

・医師不足地域等における医療従事者の確保・養成、周産期医療体制や救急医療体制の

確保など、地域医療のさらなる充実を図る。 

・障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会を目指すとともに、就労や文化芸術活動

などを通じ、障害のある人の自立と社会参加を促進する。 

































  















 









 



 



 







 












